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＜現状＞
○ 「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24日付け医政発0324第６号厚生労働省医政局長通
知）で、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応
方針の策定や検証・見直しを行うこととなっている。

○ 現行の地域医療構想に係る病院の具体的対応方針は、胆江医療圏を除いて策定済みとなっている。
＜対応状況＞
○ 今年度末までに地域医療構想調整会議で議論・策定を目指し、各有床診療所において作業を順次策定作
業を進めている。

○ 様式については、下記作成イメージを参考に圏域ごとに病院の具体的対応方針の項目と整合を図ってい
る。（各有床診療所が担う意向のある医療/医療機能ごとの病床数/他の医療機関との機能連携 (任意)）

作成イメージ

１ 有床診療所における具体的対応方針の策定について

【ポイント】
有床診療所も2023年度に
具体的対応方針を策定する必要
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＜各圏域の有床診療所数＞ ※医療政策室調べ
○盛岡 ：34医療機関 ○釜石 ：２医療機関
○岩手中部：10医療機関 ○宮古 ：５医療機関
○胆江 ：８医療機関 ○久慈 ：４医療機関
○両磐 ：６医療機関 ○二戸 ：６医療機関
○気仙 ：４医療機関



令和４年11月28日
第93回社会保障審議会医療部会

＜参考＞次期地域医療構想について
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○ 地域医療構想は、将来人口推計をもとに2025年に必要となる病床数を４つの医療機能ごとに推計し、地域の医療関係者
の協議を通じて、病床の機能分化と連携を構想区域ごとに進めている。

○ 国においては、地域医療構想実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の合意を踏まえて医療機関が行う自主的な
病床削減に取り組む際の財政支援を実施。（R3年度から、医療機関が行う病床削減等について給付金を支給する事業）

○ 具体には、地域医療構想調整会議の議論及び医療審議会での意見を踏まえ都道府県知事が認めた計画が支給対象。

１ 概要等

２ 削減予定医療機関
○ 令和５年度内に、以下の３医療機関が病床削減を予定
○ 盛岡圏域地域医療構想調整会議（令和５年２月15日開催）で全て了承されている

病床機能 再編前の病床数 再編後の
病床数(B)

削減数(B-A)
許可 稼働(A) R5削減予定

高度急性期
急性期 109 109 90 ▲19
慢性期
回復期

合計 109 109 90 ▲19

①栃内病院

病床機能 再編前の病床数 再編後の
病床数(B)

削減数(B-A)
許可 稼働(A) R2削減済 R5削減予定

高度急性期
急性期 364 364 324 ▲40
慢性期 22 22 22
回復期
休棟 44 44 0 ▲44

合計 430 430 346 ▲40 ▲44

病床機能 再編前の病床数 再編後の
病床数(B)

削減数(B-A)
許可 稼働(A) R5削減予定

高度急性期
急性期 ２ １ ０ ▲１
慢性期
回復期

合計 ２ １ ０ ▲１

②盛岡赤十字
病院

③ちあき眼科
クリニック

・急性期病床を令和２年度に削減済
・休棟病床を令和５年度に削減予定
・支給対象は急性期病床の削減数40床分
休棟病床はコロナ患者の受け入れで使用中で
削減後に給付金の支給可能。当初R6の削減を
計画していたが５類移行に伴い前倒しで削減

・急性期病床を令和５年度に削減予定
・支給対象は急性期病床の削減数１床分

・急性期病床を令和５年度に削減予定
・支給対象は急性期病床の減少数19床分

２ 病床機能の再編について
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① 病床再編の状況（再編支援給付金実績）

② 病床機能ごとの病床数の推移（H27～の病床機能報告による）

※１ 令和４年度病床機能報告は８月上旬頃に県ＨＰに公開予定

病床機能 地域医療構想に
よる必要病床数

平成27年度
(報告初年度)

令和3年度
(最新)

報告開始以降の
病床数の増減

高度急性期 1,030床 1,413床 1,264床 ▲149床
急性期 3,333床 7,002床 5,340床 ▲1,662床
回復期 3,696床 1,707床 2,838床 1,131床
慢性期 2,617床 3,439床 3,004床 ▲435床
休 棟 0床 725床 647床 ▲78床
合 計 10,676床 14,286床 13,093床 ▲1,193床

年度 医療機関 再編前 再編後 備考

令和２年度

国保藤沢病院 急性期 54床急性期 0床 ▲10床回復期 0床回復期 44床
美山病院 慢性期 209床慢性期 172床 ▲37床

北上済生会病院 急性期 204床急性期 160床 ▲28床回復期 44床回復期 60床
令和３年度 実績なし
令和４年度 実績なし

＜参考＞これまでの病床機能の再編状況について
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※２ 療養病床から介護医療院への病床転換の状況については、４医療機関が病床

転換(R5.5.1現在）を行っており、今後さらに１医療機関が転換を予定



３ 紹介受診重点医療機関の指定について

＜紹介受診重点医療機関とは？＞
○ 外来受診の際に紹介状が必要となる医療機関。
○ 「かかりつけ医」と「紹介受診重点医療機関」
との役割分担を行うことで、外来患者の待ち時間
の短縮、患者のスムーズな検査・治療、勤務医の
外来負担の軽減等が期待される。

＜対応状況＞
○ 国の外来機能報告（速報版）に基づき、基準の合致状況等を踏まえた指定の意向を再度医療機関に確認
済み。

○ 上記確認結果を踏まえ精査した報告データをもとに、地域医療構想調整会議で協議。
協議がまとまらない場合、必要に応じて複数回議論を行う。（参考資料２のとおり）

○ 協議の結果、意向と相違なしの場合に、県がホームページに速やかに公表を行う。

（出典）厚生労働省「紹介受診重点医療機関啓発リーフレット」より抜粋。
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＜外来機能報告（速報版）の概要＞
「指定の意向あり」で回答している

医療機関数（圏域別）

○盛岡 ：４医療機関
○岩手中部：２医療機関
○胆江 ：１医療機関
○両磐 ：１医療機関
○宮古 ：１医療機関

（注１）
地域支援病院、特定機能病院の約８

割程度が、紹介受診重点医療機関の基
準に該当（本県の該当病院は、全て基
準を満たしている状況）

（注２）
気仙、釜石、久慈、二戸圏域は基準

を満たし、指定の意向を示している医
療機関がないところ



４ 公立病院経営強化プランへの対応について

＜現状＞
○ 「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」（令和４年３月29日
付け総財準第72号総務省自治財政局長通知別添）において、公立病院経営強化プランを令和４年度又は令
和５年度中に策定することとなっている。

＜対応状況＞
○ 県立病院については管理者である県医療局において、市町立病院については管理者である市町において、
策定を順次進めている。

○ 県においては、必要に応じて進捗状況の確認を行うとともに、他県の策定事例の収集・提供などの助言
を実施している。（今後、県の市町村財政を所管する部局においてもヒアリング等を実施予定）

○ 今年度末までに策定できるよう、地域医療構想調整会議で議論を予定している。（調整会議での議論後、
病院事業管理者にて決定）
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病院名 進捗状況

県立病院（20病院） 県医療局にお
いて策定中

市
町
立
病
院

盛岡市立病院

各市町におい
て策定中

八幡平市立病院
国民健康保険葛巻病院
町立西和賀さわうち病院
奥州市国民健康保険まごころ病院
奥州市総合水沢病院
一関市国民健康保険藤沢病院
洋野町国民健康保険種市病院
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